
（単位：円）

交付金

充当経費

国庫

補助額
その他

1

住民税非課税世帯物価高

騰緊急支援給付金給付事

業（追加分）【物価高騰

対策給付金】

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活

を維持する。

②低所得世帯への給付金及び事務費

③給付金額　　R５年度分の住民税非課税世帯　7,623世帯のうち7,024世帯×

70千円

事務費　　8,929,396円

事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　人件費　そ

の他　として支出]

④R５年度分の住民税非課税世帯　（7.024世帯）

500,609,396 500,609,396 0
R5.11.17～

R6.8.31

対象世帯に対して令和5年12月

までに支給を開始する

①対象世帯の92.1％にあたる7,024世帯へ支給、生活

に困窮する世帯の生活維持に寄与した。

②給付を受けなかった世帯への効果的な勧奨方法の検

討や、生活に困窮する世帯を広く支援するための的確

な定義付けが必要とされる。

社会福祉課

2

住民税均等割のみ課税世

帯物価高騰緊急支援給付

金給付事業【物価高騰対

策給付金】

①物価高が続く中で低所得世帯への支援を行うことで、低所得の方々の生活

を維持する。

②低所得世帯への給付金及び事務費

③給付金額　　R５年度分の住民税均等割のみ課税世帯　1,649世帯のうち

1,549世帯×100千円

事務費　　3.990,089円

事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　人件費（任

期の定めのない常勤職員分の給料分を除く）　その他　として支出]

④R５年度分の住民税均等割のみ課税世帯　（1,549世帯）

158,890,089 158,890,089 0
R6.1.22～

R6.11.30

対象世帯に対して令和6年3月

までに支給を開始する

①対象世帯の93.9％にあたる1,549世帯へ支給、生活

に困窮する世帯の生活維持に寄与した。

②給付を受けなかった世帯への効果的な勧奨方法の検

討や、生活に困窮する世帯を広く支援するための的確

な定義付けが必要とされる。

社会福祉課

3

住民税非課税世帯物価高

騰緊急支援給付金給付事

業（追加分）及び住民税

均等割のみ課税世帯物価

高騰緊急支援給付金給付

事業に係る「こども加

算」【物価高騰対策給付

金】

①物価高が続く中で低所得世帯の18歳以下の子どもがいる世帯への支援を行

うことで、低所得の方々の生活を維持する。

②低所得世帯への給付金（こども加算）及び事務費

③給付金額　　R５年度分の住民税非課税世帯の子ども　536人×50千円

Ｒ５年度分の住民税均等割のみ課税世帯の子ども　276人のうち269人×50千

円

事務費　　789,870円

事務費の内容　　[需用費（事務用品等）　役務費（郵送料等）　　その他

として支出]

④R５年度分の住民税非課税世帯の子ども　536人

41,039,870 41,039,870 0
R6.1.22～

R6.11.30

対象世帯に対して令和6年3月

までに支給を開始する

①対象こどもの99.1％にあたる805人へ支給、生活に

困窮する世帯の生活維持に寄与した。

②給付を受けなかった世帯への効果的な勧奨方法の検

討や、生活に困窮する世帯を広く支援するための的確

な定義付けが必要とされる。

社会福祉課

10

障がい者福祉施設燃料費

等助成金支給事業（追加

分）

①エネルギー価格・物価高騰に伴い、社会福祉施設において燃料費が増嵩し

ており、障がい福祉サ-ビス事業所へ燃料費等の助成を行い、事業所の負担軽

減を図る。

②燃料費等の一部補助

③入所系(定員29人まで@150千円×35事業所×1/2、定員30人以上@5千円×

343人×1/2)、通所系@100千円×79事業所×1/2、訪問系50千円×24事業所

×1/2　※県で実施する補助事業の単価×1/2で設定する。（※一般財源1,717

千円）

➃入所系・通所系・訪問系事業所

8,032,500 6,866,000 1,166,500
R6.2.1～

R6.3.22

交付対象事業所への交付率

100%を達成することで、障が

いのある人が安心してサービ

スを利用できる環境を整え

る。

①142事業所（対象164事業所のうち86.6%）

②助成により、事業所の負担軽減が図られ、障がいの

ある人が安心してサービスを利用できる環境整備に寄

与した。

社会福祉課

事業期間

令和５年度物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金を活用して実施した事業の実施状況及び効果の検証【総括表】

№ 交付対象事業の名称

事業の概要（※実績ベース）

①目的・効果

②交付金を充当する経費内容

③積算根拠（対象数、単価等）

④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

総事業費

（※実績ベー

ス）

成果目標

（可能な限り定量的指標を

設定）（※実施計画掲載）

効果・検証

①事業実施による効果（可能な限り定量的活動実

績指標で具体的内容を記載）

②評価検証（課題や今後の方向性を含め、客観的

な評価内容を記載）

担当課名
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交付金

充当経費

国庫

補助額
その他

事業期間№ 交付対象事業の名称

事業の概要（※実績ベース）

①目的・効果

②交付金を充当する経費内容

③積算根拠（対象数、単価等）

④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

総事業費

（※実績ベー

ス）

成果目標

（可能な限り定量的指標を

設定）（※実施計画掲載）

効果・検証

①事業実施による効果（可能な限り定量的活動実

績指標で具体的内容を記載）

②評価検証（課題や今後の方向性を含め、客観的

な評価内容を記載）

担当課名

11

高齢者福祉施設燃料費等

助成金交付事業（追加

分）

①物価高騰により燃料費や光熱費等が増加する中において、介護サービス利

用料金に転嫁することが難しいため介護事業所の経営を圧迫している。燃料

費等の補助を行うことにより、介護事業所のサービス提供の担保を図り、安

定的なサービス提供に寄与する。

②燃料費等の一部補助

③【入所系サービス】定員29人以下：150千円×15事業所×1/2、定員30人以

上：5千円×1,084人（定員）×1/2

　【有料老人ホーム】100千円×31事業所×1/2

　【通所系サービス】100千円×43事業所×1/2

　【訪問系サービス】50千円×81事業所×1/2

※県で実施する補助事業の単価×1/2で設定する。（※一般財源1,922千円）

④介護保険事業所（181事業所）

9,560,000 7,688,000 1,872,000
R6.2.1～

R6.3.22

介護サービス事業所に対し、

燃料費等補助を行う。（183事

業所）

①181事業所

②当該施設は公定価格で運営されており、利用者に負

担を転嫁することが難しいことから、助成を行ったこ

とで経営の安定化の一助となり、利用者への介護サー

ビスの低下を防ぐことができた。

高齢福祉課

12

保育施設等光熱費高騰緊

急支援補助金（特定教育

保育施設）（追加分）

①物価高騰により電力・ガス等の光熱費の高騰が続いている中において、光

熱費の高騰分の一部を施設に補助することで安定した園運営や保育環境の安

定を図る。

②光熱費の高騰分に対する一部補助

③補助基準額　900円（園児一人あたりの光熱費の上昇額）×3月×548人

（児童数）

　高騰分＝令和6年1月～3月分光熱費実績-令和4年1月～3月分光熱費実績

　補助基準額と高騰分を比較して低い額の1/2を補助

④認可保育所、認定こども園、小規模保育事業所、幼稚園

293,000 293,000 0
R6.3.11～

R6.6.7

・認可保育所　13箇所（公立

除く）

・認定こども園　7箇所

・小規模保育事業所　2箇所

・幼稚園　2箇所

での事業実施

①実施状況

　・認可保育所　4箇所　179,000円

　・認定こども園　1箇所　94,000円

　・小規模保育事業所　1箇所　20,000円

令和4年期間と比較して令和6年の光熱費が高騰してい

る施設が少数であったため、目標よりも少ない実施と

なった。

➁高騰分の光熱費の一部を園に補助することで、安定

した園運営や保育環境の安定を図ることができた。

子育て支援課

13

保育施設等光熱費高騰緊

急支援補助金（認可外保

育施設）（追加分）

①物価高騰により電力・ガス等の光熱費の高騰が続いている中において、光

熱費の高騰分の一部を施設に補助することで安定した園運営や保育環境の安

定を図る。

②光熱費の高騰分に対する一部補助

③補助基準額　900円（園児一人あたりの光熱費の上昇額）×3月×52人（児

童数）

　高騰分＝令和6年1月～3月分光熱費実績-令和4年1月～3月分光熱費実績

　補助基準額と高騰分を比較して低い額の1/2を補助（※一般財源37千円）

④認可外保育所

45,000 45,000 0
R6.3.11～

R6.6.7

認可外保育所　10箇所での事

業実施

①実施状況　4箇所　45,000円

令和4年期間と比較して令和6年の光熱費が高騰してい

る施設が少数であったため、目標よりも少ない実施と

なった。

➁高騰分の光熱費の一部を園に補助することで、安定

した園運営や保育環境の安定を図ることができた。

子育て支援課

14

保育施設等光熱費高騰緊

急支援補助金（放課後児

童クラブ）（追加分）

①物価高騰により電力・ガス等の光熱費の高騰が続いている中において、光

熱費の高騰分の一部をクラブに補助することで安定したクラブ運営や保育環

境の安定を図る。

②光熱費の高騰分に対する一部補助

③補助基準額　300円（園児一人あたりの光熱費の上昇額）×3月×157人

（児童数）

　高騰分＝令和6年1月～3月分光熱費実績-令和4年1月～3月分光熱費実績

　補助基準額と高騰分を比較して低い額の1/2を補助（※一般財源117千円）

④放課後児童クラブ

34,000 34,000 0
R6.3.11～

R6.6.14

放課後児童クラブ　35箇所で

の事業実施

①実施状況　5箇所　34,000円

令和4年期間と比較して令和6年の光熱費が高騰してい

る施設が少数であったため、目標よりも少ない実施と

なった。

➁高騰分の光熱費の一部を園に補助することで、安定

した園運営や保育環境の安定を図ることができた。

子育て支援課
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交付金

充当経費

国庫

補助額
その他

事業期間№ 交付対象事業の名称

事業の概要（※実績ベース）

①目的・効果

②交付金を充当する経費内容

③積算根拠（対象数、単価等）

④事業の対象（交付対象者、対象施設等）

総事業費

（※実績ベー

ス）

成果目標

（可能な限り定量的指標を

設定）（※実施計画掲載）

効果・検証

①事業実施による効果（可能な限り定量的活動実

績指標で具体的内容を記載）

②評価検証（課題や今後の方向性を含め、客観的

な評価内容を記載）

担当課名

15
プレミアム付き商品券事

業負担金（追加分）

①電気・ガスをはじめとしたエネルギーや食料品等の物価高騰による市内中

小企業者並びに市民生活への影響を緩和し、個人消費を下支えすることで地

域経済の好循環の回復と活性化を図る。

②プレミアム付き商品券「愛の商品券2024」事業事務費

③支出合計159,774,975円 －（商品券未換金分原資1,024,086円＋預金利息

12,359円）

プレミアム分119,958,274円（販売額4億88万5,000円に対するプレミアム率

30％分）、事務経費39,816,701円（システム経費3,960,000円、チャージ手数

料4,319,392円、引換・換金経費 15,705,747円、加盟店等対応費1,144,000

円、コールセンター設置費4,510,000円、印刷製本費6,922,267円、通信運搬費

1,300,885円、消耗品費等 277,416円、報償費 1,676,994円）)（※県補助金

79,318,000円）

158,738,530 70,146,000 88,592,530
R6.1.28～

R7.3.13

参加店舗件数530店舗、商品券

予定販売額の9割販売

①・参加店舗数：536店舗

　・販売総額：521,150,500円

（予定販売額の100％）

　・発行総額521,150,500円／換金実績519,819,188円

（予定発行額の99.9％）

②物価高の影響により消費意欲の減少が続いているな

か、市内の参加店舗にて利用できる商品券を発行した

ことで市民の消費を喚起し地域経済の再生を図るとと

もに市民生活支援につながった。

商工課

16

第三セクター（索道施設

等運行管理事業者）への

電力・燃料価格高騰分の

支援

①本市の山岳観光拠点施設の運営を担う第三セクターの索道施設等運行管理

事業者においては、コロナ禍におけるエネルギー価格高騰により、索道施設

等の稼働に要する電力・燃料費が増嵩しており、経営を圧迫していることか

ら、安定的な事業の継続を図るため、価格高騰分を支援するもの。

②③天元台の索道施設（ロープウェイ・リフト）及び宿泊施設（アルブ）等

の電気料の価格高騰分4,605千円、灯油等燃料費の価格高騰分927千円

④第三セクター（索道施設等運行管理事業者）株式会社天元台

5,532,000 5,251,000 281,000
R5.4.1～

R6.3.31

原油価格高騰による電力・燃

料価格高騰分に対する補填率

を100％とし、事業の健全運営

を図る。

①電気料高騰分　4,605,000円

　灯油代高騰分　927,000円

②索道運行事業等に係る電力・燃料代の価格高騰を受

け、電気料及び灯油代のかかり増し分の経費に対する

支援を行うことにより、継続的かつ安定的な索道運営

を図ることができた。

観光課

17
小中学校給食原材料費高

騰対策補助金（追加分）

①エネルギーや食料品価格等の物価高騰により、学校給食で使用する食材費

にも影響が出ているため、食材購入費（教職員は除く）の高騰分を支援する

ことで、保護者負担の軽減を図りながら学校給食を継続して安定的に実施す

る。

②学校給食費の食材購入費の高騰分への補助（追加支援）

③小学校　単価15円×149,196食=2,237,940円（1～3月）

　中学校　単価17円×74,468食=1,265,956円（1～3月）

3,503,896 3,106,000 397,896
R6.1.1～

R6.3.31

保護者負担分の給食費の増額

を行わず、物価高騰の影響に

伴う給食費不足を理由とする

学校給食の未提供日をゼロと

する。

①市内小中学校21校で安定的に予定している給食の提

供ができた。

②物価高騰が続き、その値上幅も想定できない上に、

保護者の経済状況が好転しない現状にあるため、今後

も安定的な学校給食を提供するために継続的な支援が

必要である。

学校教育課

886,278,281 793,968,355 0 92,309,926
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